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(57)【要約】
【課題】用紙カセットから送り出された記録用紙を湾曲
反転させる湾曲反転経路と、記録の行われた記録用紙を
反転させる為の湾曲反転経路とを兼用する構成を採用す
る記録装置において、紙ジャム発生時の用紙除去作業を
より一層容易に行う。
【解決手段】湾曲反転ユニット３は、湾曲反転経路２１
の構成部材である反転ローラー２２、リタードローラー
２３、中間ローラー２４、ガイド部材２５、２６、のこ
れらを含み、更にこれら構成部材の周辺部材も含めてユ
ニット化され、インクジェットプリンターの装置本体か
ら取り外し可能であるので、紙ジャムが生じた場合に詰
まった紙を容易に除去することができる。また湾曲反転
経路２１と接続する用紙搬送経路が開口部１ｂの内側に
露呈するので、装置の奥深い位置で紙ジャムが発生して
も、詰まった紙を容易に取り除くことができる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被記録媒体に記録を行う記録装置であって、
　被記録媒体を収容する被記録媒体収容部と、
　前記被記録媒体収容部から送り出された被記録媒体が経由し、或いは被記録媒体に記録
を行う記録部により記録の行われた被記録媒体が再び経由する搬送経路であって、被記録
媒体を湾曲反転させて前記記録部の側へと案内する湾曲反転経路と、を備え、
　前記湾曲反転経路の構成部材がユニット化されて前記記録装置に対して着脱可能に設け
られ、当該湾曲反転経路を有するユニットを取り外すことにより前記湾曲反転経路と接続
する被記録媒体の搬送経路が露呈する構成を備えている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録装置において、前記ユニットが開閉可能なカバーを備え、当該カ
バーを開放することにより前記湾曲反転経路が露呈する構成を備えている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の記録装置において前記カバーは、前記ユニットの前記記録装置への装
着時に前記記録装置内部に入り込む位置に設けられている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の記録装置において、前記湾曲反転経路は、その
内側が反転ローラーの外周面により形成され、被記録媒体が前記反転ローラーに巻回され
て湾曲反転される構成を有し、
　前記湾曲反転経路には、前記反転ローラーとの間で被記録媒体をニップするニップロー
ラーが設けられ、
　前記反転ローラーと前記ニップローラーとの圧接状態を維持したまま前記ユニットが取
り外し可能に構成されている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の記録装置において、前記湾曲反転経路と前記記
録部との間に、被記録媒体を搬送する搬送手段を備え、
　前記ユニットは、前記記録装置の後部に設けられた開口部に対し着脱自在に設けられ、
　前記湾曲反転経路と接続する被記録媒体の搬送経路のうち少なくとも一つは、前記搬送
手段と前記湾曲反転経路とを接続し、前記ユニットの取り外しによって前記開口部の内側
に露呈する、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の記録装置において、前記搬送手段と前記湾曲反転経路とを接続する搬
送経路は略直線状の経路であって、前記ユニットの取り外しによってその全領域が露呈す
る構成を備えている、
ことを特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ファクシミリやプリンター等に代表される記録装置に関し、特に被記録媒体
を反転させることにより両面に記録が可能な記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファクシミリやインクジェットプリンターなどに代表される記録装置においては、被記
録媒体の一例としての記録用紙の両面に記録を実行可能なものがある。この様な記録措置
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は、例えば特許文献１に示されるような、記録用紙を反転させる反転経路を有しており、
第１面（おもて面）に記録の行われた記録用紙は、バックフィードされて反転経路へと入
り、そして第２面（うら面）を上にして、再び記録ヘッドと対向する領域へと搬送される
。
【０００３】
　また、この様に記録用紙を反転させる反転経路を備えている場合、反転経路において紙
ジャムが発生した場合に記録用紙を除去することが困難となる。その為、特許文献１や特
許文献２に示されるように用紙搬送経路の一部を露呈させるカバー部材を設け、必要に応
じてカバー部材を開放することにより用紙搬送経路の一部を露呈させて、詰まっている記
録用紙を除去することができる様に構成される場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－５９５９９号公報
【特許文献２】特開２００７－２０３７０７号公報
【特許文献３】特開昭６３－２８６８６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した従来技術にあっては、カバー部材を開いても、用紙搬送経路が狭い為に当該用
紙搬送経路に手を差し入れて用紙を取り出すことが困難であった。また、用紙カセットか
ら送り出された記録用紙を湾曲反転させる湾曲反転経路と、記録の行われた記録用紙を反
転させる為の湾曲反転経路とを兼用する構成を採用する場合には、経路が複雑になり、湾
曲反転経路の奥深いところで紙ジャムが生じる虞がある。この様な場合、上述した従来技
術のようにカバー部材を開くのみでは、奥深くで詰まっている紙にアクセスすることはよ
り一層困難となる。
【０００６】
　そこで本発明はこの様な状況に鑑み成されたものであり、その目的は、記録用紙を反転
させる反転経路を備えた記録装置、特に用紙カセットから送り出された記録用紙を湾曲反
転させる湾曲反転経路と、記録の行われた記録用紙を反転させる為の湾曲反転経路とを兼
用する構成を採用する記録装置において、紙ジャム発生時の用紙除去作業をより一層容易
に行うことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の態様に係る記録装置は、被記録媒体に記録
を行う記録装置であって、被記録媒体を収容する被記録媒体収容部と、前記被記録媒体収
容部から送り出された被記録媒体が経由し、或いは被記録媒体に記録を行う記録部により
記録の行われた被記録媒体が再び経由する搬送経路であって、被記録媒体を湾曲反転させ
て前記記録部の側へと案内する湾曲反転経路と、を備え、前記湾曲反転経路の構成部材が
ユニット化されて前記記録装置に対して着脱可能に設けられ、当該湾曲反転経路を有する
ユニットを取り外すことにより前記湾曲反転経路と接続する被記録媒体の搬送経路が露呈
する構成を備えていることを特徴とする。
【０００８】
　本態様によれば、被記録媒体収容部から送り出された被記録媒体を湾曲反転させる経路
と、記録の行われた被記録媒体を反転させる為の経路とが一の湾曲反転経路で兼用される
ので、装置の小型化及び低コスト化に資すことができる。
【０００９】
　そして、この様な兼用構成において、湾曲反転経路それ自体がユニット化されて記録装
置に対し着脱可能に構成されているので、ジャム処理をより一層容易に行うことができる
。特に、ユニットを取り外すことにより湾曲反転経路と接続する被記録媒体の搬送経路が
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露呈するよう構成されているので、装置の奥深い位置でジャムが発生してもそのような位
置が露呈し、ジャム処理を容易に行うことができる。
【００１０】
　本発明の第２の態様は、第１の態様において、前記ユニットが開閉可能なカバーを備え
、当該カバーを開放することにより前記湾曲反転経路が露呈する構成を備えていることを
特徴とする。
【００１１】
　本態様によれば、前記ユニットが開閉可能なカバーを備え、当該カバーを開放すること
により前記湾曲反転経路が露呈するので、湾曲反転経路内に残った被記録媒体を容易に取
り除くことができる。
【００１２】
　本発明の第３の態様は、第２の態様において前記カバーは、前記ユニットの前記記録装
置への装着時に前記記録装置内部に入り込む位置に設けられていることを特徴とする。本
態様によれば、前記カバーは、前記ユニットの前記記録装置への装着時に前記記録装置内
部に入り込む位置に設けられているので、不用意に湾曲反転経路へアクセスされることが
なく、記録実行時の搬送異常の発生を防止できる。
【００１３】
　本発明の第４の態様は、第１から第３の態様のいずれかにおいて、前記湾曲反転経路は
、その内側が反転ローラーの外周面により形成され、被記録媒体が前記反転ローラーに巻
回されて湾曲反転される構成を有し、前記湾曲反転経路には、前記反転ローラーとの間で
被記録媒体をニップするニップローラーが設けられ、前記反転ローラーと前記ニップロー
ラーとの圧接状態を維持したまま前記ユニットが取り外し可能に構成されていることを特
徴とする。
【００１４】
　本態様によれば、前記反転ローラーと前記ニップローラーとの圧接状態を維持したまま
前記ユニットが取り外し可能に構成されているので、前記ユニットを取り外す際に前記反
転ローラーと前記ニップローラーとによって被記録媒体（ジャムとなった被記録媒体）を
把持した状態で引き出すことができ、ジャム処理を容易に行うことができる。
【００１５】
　本発明の第５の態様は、第１から第４の態様のいずれかにおいて、前記湾曲反転経路と
前記記録部との間に、被記録媒体を搬送する搬送手段を備え、前記ユニットは、前記記録
装置の後部に設けられた開口部に対し着脱自在に設けられ、前記湾曲反転経路と接続する
被記録媒体の搬送経路のうち少なくとも一つは、前記搬送手段と前記湾曲反転経路とを接
続し、前記ユニットの取り外しによって前記開口部の内側に露呈することを特徴とする。
【００１６】
　本態様によれば、前記ユニットの取り外しによって前記搬送手段と前記湾曲反転経路と
を接続する搬送経路が前記開口部の内側に露呈するので、前記搬送経路においてジャムが
生じた場合に滞留する被記録媒体を容易に除去することができる。
【００１７】
　本発明の第６の態様は、第５の態様において、前記搬送手段と前記湾曲反転経路とを接
続する搬送経路は略直線状の経路であって、前記ユニットの取り外しによってその全領域
が露呈する構成を備えていることを特徴とする。
【００１８】
　本態様によれば、前記搬送経路が略直線状の経路であり、前記ユニットの取り外しによ
ってその全領域が露呈するので、前記搬送経路の奥深い位置でジャムが生じても、滞留す
る被記録媒体を容易に除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図。
【図２】本発明に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図。
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【図３】本発明に係るプリンターを後方上部から見た外観斜視図であって、湾曲反転　　
ユニットを装着した状態の図。
【図４】本発明に係るプリンターを後方上部から見た外観斜視図であって、湾曲反転　　
ユニットを取り外した状態の図。
【図５】本発明に係るプリンターの用紙搬送経路を示す側断面図であって、湾曲反転　　
ユニットを取り外した状態の図。
【図６】湾曲反転ユニットの外観斜視図であって、上部カバーを開放した状態の図。
【図７】本発明に係るプリンターを後方下側から見た外観斜視図であって、湾曲反転　　
ユニットを取り外した状態の図。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図１～図７を参照しながら本発明の一実施形態について説明する。ここで図１及
び図２は本発明に係る記録装置の一例としてのインクジェットプリンター１の用紙搬送経
路を示す側断面図、図３はインクジェットプリンター１を後方上部から見た外観斜視図で
あって、湾曲反転ユニット３を装着した状態の図、図４はインクジェットプリンター１を
後方上部から見た外観斜視図であって、湾曲反転ユニット３を取り外した状態の図である
。
【００２１】
　また、図５はインクジェットプリンター１の用紙搬送経路を示す側断面図であって、湾
曲反転ユニット３を取り外した状態の図、図６は湾曲反転ユニット３の外観斜視図であっ
て、上部カバー５を開放した状態の図、図７はインクジェットプリンター１を後方下側か
ら見た外観斜視図であって、湾曲反転ユニット３を取り外した状態の図である。尚、以下
では図１、図２において中間ローラー２４から排出駆動ローラー４７に至る用紙搬送経路
において同図右方向を用紙搬送経路の「下流側」と言い、同図左方向を用紙搬送経路の「
上流側」と言うこととする。
【００２２】
　図１においてインクジェットプリンター１は装置底部に用紙給送部２を備えており、こ
の用紙給送部２から用紙Ｐを送り出し、湾曲反転ユニット３にて湾曲反転させて記録ヘッ
ド３７の側へと給送し、記録を行う構成を備えている。尚、図１において破線Ｒ１はこの
ときの用紙Ｐの搬送ルート（通過軌跡）を示している。
【００２３】
　またインクジェットプリンター１は用紙Ｐの第１面（おもて面）に記録を行った後、こ
れをバックフィード（図１及び図２において左方向）して湾曲反転ユニット３に送り込み
、反転させ、第２面（うら面）を上にして再び記録ヘッド３７の側へ搬送することができ
るように構成されている。即ち両面記録可能に構成されており、図２において破線Ｒ２は
このときの用紙Ｐの搬送ルート（通過軌跡）を示している。
【００２４】
　符号８はプリンター機構部の上部に設けられるスキャナーユニットを示しており、イン
クジェットプリンター１はこのスキャナーユニット８にて読み込んだ原稿画像を下部のプ
リンター機構部により印刷出力が可能な、所謂複合機として構成されている。
【００２５】
　以下、更に用紙搬送経路の構成について詳説する。用紙給送部２は用紙カセット１１と
、給送ローラー１８と、を備えている。プリンター装置本体に対して着脱可能な用紙カセ
ット１１には図示を省略するエッジガイドが設けられており、このエッジガイドによって
用紙カセット１１に収容された用紙Ｐの側端位置および後端位置が規制されるようになっ
ている。
【００２６】
　用紙カセット１１に収容された用紙Ｐの先端と対向する位置には分離斜面１２が設けら
れており、給送ローラー１８により送り出される用紙Ｐの先端が分離斜面１２に摺接しつ
つ下流側へ給送されることで、給送されるべき最上位の用紙Ｐと、これに連れられて重送
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されようとする次位以降の用紙Ｐとの予備的な分離が行われる。
【００２７】
　給送ローラー１８は、揺動軸２０を中心にして図１及び図２の時計回り方向及び反時計
回り方向に揺動可能な揺動部材１９に軸支されており、且つ、図示しない駆動モーターの
動力によって回転駆動されるように設けられている。給送ローラー１８は、用紙給送時に
は用紙カセット１１に収容された用紙Ｐの最上位のものに接して回転することにより、最
上位の用紙Ｐを用紙カセット１１から送り出す。
【００２８】
　尚、用紙カセット１１において給送ローラー１８と対向する位置には摩擦パッド１３が
設けられており、給送ローラー１８が用紙束に上方から圧接した際に、最下位の用紙Ｐが
摩擦パッド１３に向けて押圧されることにより、用紙束ごと送り出されないように用紙束
を保持する機能を果たす。
【００２９】
　用紙カセット１１から上方に送り出された用紙Ｐは、湾曲反転ユニット３に入る。この
湾曲反転ユニット３は、反転ローラー２２と、リタードローラー２３と、中間ローラー２
４と、ガイド部材２５、２６と、を備え、ユニット化されてインクジェットプリンター１
の装置本体に対し着脱自在に設けられている（図５の矢印方向：詳細は後述）。
【００３０】
　反転ローラー２２は、用紙Ｐを湾曲反転させる湾曲反転経路２１の内側を形成する大径
ローラーであり、本実施形態では用紙幅方向（図１及び図２の紙面表裏方向）において中
心位置、即ち本実施形態に係るインクジェットプリンター１の給送基準位置に１つ、配置
されている（図６参照）。尚、湾曲反転経路２１の外側は、ガイド部材２６や、更に図１
及び図２では図示を省略するガイド部材等により形成される。また、湾曲反転経路２１の
内側は、反転ローラー２２のほか、ガイド部材２８により形成される（図６）　
　反転ローラー２２は、図示しない駆動モーターの動力により回転駆動されるよう設けら
れており、図１及び図２の時計回り方向に回転することにより、用紙Ｐを巻回しながら下
流側へと搬送する。
【００３１】
　リタードローラー２３は所定の回転摩擦抵抗が付与された状態で反転ローラー２２に対
して圧接可能に設けられており、反転ローラー２２との間で用紙Ｐをニップすることによ
り、給送されるべき最上位の用紙Ｐと、これに連れられて重送されようとする次位以降の
用紙Ｐとを分離する。
【００３２】
　尚、この付近の用紙給送経路には図示を省略する用紙戻しレバーが設けられており、リ
タードローラー２３によって進行が止められた次位以降の用紙Ｐは、この用紙戻しレバー
によって用紙カセット１１へと戻されるように構成されている。
【００３３】
　中間ローラー２４は自由回転可能なローラーであり、反転ローラー２２との間で用紙Ｐ
をニップすることにより、反転ローラー２２による用紙送りを補助する。ガイド部材２５
は、反転ローラー２２と搬送駆動ローラー４０との間に位置し、第１面に記録がおこなわ
れた用紙Ｐがバックフィードされる際に当該用紙Ｐを湾曲反転経路２１に合流する位置（
符号Ａで示す）に案内する案内経路２７と、用紙給送部２から送り出された用紙Ｐ及び案
内経路２７を通って反転させられる用紙Ｐのいずれもが経由する上側経路とを形成する。
【００３４】
　以上のように、湾曲反転経路２１は、用紙給送部２から送り出された用紙Ｐを反転させ
る機能と、第１面に記録がおこなわれた用紙Ｐを反転させる機能との双方を担うので、第
１面に記録がおこなわれた用紙Ｐを反転させる専用の反転経路を設ける必要がなく、小型
化及び低コスト化が図られている。
【００３５】
　次に、中間ローラー２４の下流側には、搬送駆動ローラー４０と搬送従動ローラー４１
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とを備えて構成された搬送手段が設けられている。搬送駆動ローラー４０は、本実施形態
では用紙幅方向に長い金属軸の表面に耐摩耗性粒子が付着されて成り、図示を省略する駆
動モーターにより回転駆動される。搬送従動ローラー４１は、本実施形態では樹脂材料に
より形成され、搬送駆動ローラー４０の長手方向に沿って適宜の間隔を空けて複数配置さ
れる。
【００３６】
　搬送従動ローラー４１は、ローラー支持体としての紙案内部材３０に自由回転可能に軸
支されるとともに、搬送駆動ローラー４０に対して圧接するよう設けられ、搬送駆動ロー
ラー４０との間で用紙Ｐをニップする。
【００３７】
　搬送従動ローラー４１を支持する紙案内部材３０は、揺動軸３０ａを介してフレーム３
３に揺動可能に支持されるとともに、フレーム３３と紙案内部材３０との間で付勢力を発
揮する引っ張りばね３１により、搬送従動ローラー４１が搬送駆動ローラー４０に圧接す
る方向に付勢された状態に設けられる。この紙案内部材３０は、本実施形態では搬送駆動
ローラー４１の軸線方向に沿って複数（本実施形態では３つ）配置される。
【００３８】
　尚、紙案内部材３０は、搬送従動ローラー４１を軸支するほか、上流側から給送される
用紙Ｐを搬送駆動ローラー４０と搬送従動ローラー４１とのニップ点に案内する機能を果
たす。
【００３９】
　次に、搬送駆動ローラー４０の下流側には、インクジェット記録ヘッド３７と、紙案内
部材４５とが上下に対向配置されている。インクジェット記録ヘッド３７はキャリッジ３
６の底部に設けられ、このキャリッジ３６は前後に配置されたフレーム３３、３４にガイ
ドされながら、図示を省略する駆動モーターの動力を受けて主走査方向（図１及び図２の
紙面表裏方向）に往復動するよう設けられる。尚、このキャリッジ３６には図示を省略す
るンクカートリッジが収容される。
【００４０】
　紙案内部材４５においてインクジェット記録ヘッド３７と対向する面には用紙搬送方向
に延びるリブ４５ａ、４５ｂ、４５ｃが、用紙搬送方向の上流側から下流側に向かってこ
の順で所定間隔で配置され、また各リブが主走査方向に適宜の間隔を置いて複数設けられ
ている（主走査方向の配置は図示せず）。用紙Ｐは、これらリブにより支持され、インク
ジェット記録ヘッド３７との距離が規定される。
【００４１】
　次に、インクジェット記録ヘッド３７と紙案内部材４５とが対向する領域の下流側には
用紙浮きを防止する補助ローラー４６が設けられ、更にその下流側には排出駆動ローラー
４７と排出従動ローラー４８とにより構成された用紙排出手段が設けられている。排出駆
動ローラー４７はゴムローラーにより構成され、図示を省略する駆動モーターにより回転
駆動される。排出従動ローラー４８は排出駆動ローラー４７に軽く弾接するよう設けられ
た拍車であり、排出駆動ローラー４７との間で用紙Ｐをニップする。これらローラーによ
り、記録の行われた用紙Ｐは、図示を省略するスタッカへむけて排出される。
【００４２】
　尚、搬送駆動ローラー４０は正逆回転可能に構成されており、即ち用紙Ｐをインクジェ
ット記録ヘッド３７の側へ搬送する第１方向（図１及び図２において右方向：下流側方向
）と、湾曲反転経路を有する湾曲反転ユニット３の側へ搬送する第２方向（図１および図
２において左方向：上流側方向）の双方向に用紙Ｐを搬送可能である。また排出駆動ロー
ラー４７についても同様に、正逆回転可能に構成されており、上記第１方向、第２方向い
ずれの方向にも用紙Ｐを搬送可能である。
【００４３】
　以上がインクジェットプリンター１の用紙搬送経路の構成であり、以下、図３～図７を
参照しながら湾曲反転ユニット３について更に詳説する。　
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　湾曲反転ユニット３は、湾曲反転経路２１の構成部材である反転ローラー２２、リター
ドローラー２３、中間ローラー２４、ガイド部材２５、２６、のこれらを含み、更にこれ
ら構成部材の周辺部材も含めてユニット化されたものである。
【００４４】
　湾曲反転ユニット３は、図３及び図４に示すようにインクジェットプリンター１の装置
本体１ａにおいて後方側に設けられた開口部１ｂに、着脱自在に設けられている。　
　開口部１ｂの内側には位置決めピン（図示せず）が設けられており、この位置決めピン
に、湾曲反転ユニット３の本体３ａに設けられた凹部３ｂが嵌合することにより、湾曲反
転ユニット３の装着位置が定まるようになっている。尚、前記位置決めピン及び凹部３ｂ
は、湾曲反転ユニット３の両サイド先端部に配置されている（図７参照）。
【００４５】
　また、開口部１ｂの内側にはガイド手段が設けられており、このガイド手段により、湾
曲反転ユニット３を開口部１ｂに押し込む際に湾曲反転ユニット３が開口部１ｂ内側の構
成要素に衝突することなく、円滑に装着位置に案内されるようになっている。
【００４６】
　湾曲反転ユニット３は、図５及び図６に示すようにそのユニット本体３ａの上部に開閉
自在な上部カバー５を有しており、上部カバー５には弾性片５ａと係止突起５ｂとが形成
されている。係止突起５ｂは、湾曲反転ユニット３が装置本体１ａに装着された際に開口
部１ｂ内側の係止突起２９に係止することで、湾曲反転ユニット３を装置本体１ａに固定
する。尚、弾性片５ａを下方に押し下げることで、係止突起５ｂと係止突起２９との係合
状態を解除できるようになっている。
【００４７】
　また上部カバー５には、つまみ５ｃが形成されており、このつまみ５ｃをつまんで上方
に押し上げることで図６に示すように上部カバー５を開放できるようになっている。上部
カバー５を開放させると、ユニット内部、具体的には反転ローラー２２、リタードローラ
ー２３、中間ローラー２４、のこれらが露呈する様になっている。
【００４８】
　尚、上部カバー５は、湾曲反転ユニット３の装着状態では開口部１ｂの内部に入り込む
位置に設けられており、湾曲反転ユニット３の装着状態では上部カバー５の回動軌跡が開
口部１ｂ内側の構成部材と干渉して上部カバー５が開けない様になっているので、不用意
に湾曲反転経路２１へアクセスされることがなく、通常記録実行時の搬送異常の発生を防
止できる。
【００４９】
　湾曲反転ユニット３は、以上の通り湾曲反転経路２１の構成部材によりユニット化され
ており、図５に示すように湾曲反転経路２１それ自体がインクジェットプリンター１の装
置本体から取り外し可能であるので、紙ジャムが生じた場合に詰まった紙を容易に除去す
ることができる。尚、湾曲反転ユニット３の内部で詰まった紙は、開閉可能な上部カバー
５を開放することにより、容易に除去できる。
【００５０】
　また本実施形態では、反転ローラー２２と、ニップローラーとしてのリタードローラー
２３との圧接状態を維持したまま、湾曲反転ユニット３が取り外し可能であるので、両ロ
ーラーによって詰まった用紙を把持しつつ引き出すことができ、ジャム処理がより一層容
易となっている。
【００５１】
　更に、湾曲反転ユニット３を取り外すと、湾曲反転経路２１と接続する用紙搬送経路が
開口部１ｂの内側に露呈するので、装置の奥深い位置で紙ジャムが発生しても、詰まった
紙を容易に取り除くことができる。
【００５２】
　特に本実施形態では、湾曲反転経路２１と接続する搬送経路である案内経路２７（図１
）が略直線状の経路であって、湾曲反転ユニット３の取り外しによってその全領域が開口
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部１ｂの内側に露呈するので、案内経路２７の奥深い位置でジャムが生じても、滞留する
用紙を容易に除去することができる。　
　本実施形態は以上の通りであるが、本発明は上記実施形態に限られず、種々の実施形態
を採用可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００５３】
１　インクジェットプリンター、２　用紙給送部、３　湾曲反転ユニット、３ａ　ユニッ
ト本体、３ｂ　凹部、５　上部カバー、５ａ　弾性片、５ｂ　係止突起、５ｃ　つまみ、
８　スキャナーユニット、１１　用紙カセット、１２　分離斜面、１３　摩擦パッド、１
８　給送ローラー、１９　揺動部材、２０　揺動軸、２１　湾曲反転経路、２２　反転ロ
ーラー、２３　リタードローラー、２４　中間ローラー、２５、２６　ガイド部材、２７
　案内経路、２９　係止突起、３０　紙案内部材、３１　引っ張りばね、３３、３４　フ
レーム、３６　キャリッジ、３７　インクジェット記録ヘッド、４０　搬送駆動ローラー
、４１　搬送従動ローラー、４５　紙案内部材、４５ａ～４５ｂ　リブ、４６　補助ロー
ラー、４７　排出駆動ローラー、４８　排出従動ローラー、Ａ　湾曲反転経路と案内経路
の合流位置、Ｐ　記録用紙

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成27年8月5日(2015.8.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被記録媒体を載置する載置部と、
　前記載置部から前記被記録媒体を給送する給送部と、
　前記被記録媒体に記録を行う記録部と、
　前記載置部から給送される前記被記録媒体を前記記録部に向かって反転させる反転ロー
ラーと、
　前記記録部の被記録媒体搬送方向の上流側において、反転された前記被記録媒体を前記
記録部に向けて搬送する一対の搬送ローラーと、
　前記反転ローラーにより反転された前記被記録媒体を前記搬送ローラーに案内するガイ
ドと、
　前記記録部により記録が行われた前記被記録媒体を記録時の搬送方向と逆方向に搬送し
て前記記録部により記録が行われる記録領域を通過させ、前記反転ローラーで反転させる
ように前記被記録媒体を案内する案内経路と、を備え、
　前記ガイドにおいて前記被記録媒体を前記搬送ローラーに案内する案内面は、前記搬送
ローラーが前記被記録媒体をニップする位置よりも装置高さ方向において上に位置すると
ともに、記録時の搬送方向の下流側から上流側に向かって上り傾斜となっており、
　前記案内経路は、前記ガイドの下側に設けられ、前記逆方向に搬送される前記被記録媒
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体は前記ガイドの下を通過し前記反転ローラーに案内され、
　前記ガイドによって形成される、前記案内経路の入口は、前記記録部側に向かって拡が
っている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録装置において、前記案内経路は概ね水平な経路を含み、
　前記ガイドが形成する、前記案内経路の入口は、前記記録部に向かって高くなる面で形
成されている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項３】
　被記録媒体を載置する載置部と、
　前記載置部から前記被記録媒体を給送する給送部と、
　前記被記録媒体に記録を行う記録部と、
　前記載置部から給送される前記被記録媒体を前記記録部に向かって反転させる反転経路
を含む第１の経路と、
　前記記録部の被記録媒体搬送方向の上流側において、反転された前記被記録媒体を前記
記録部に向けて搬送する一対の搬送ローラーと、
　前記反転経路により反転された前記被記録媒体を前記搬送ローラーに案内するガイドと
、
　前記記録部の被記録媒体搬送方向の上流側において、反転された前記被記録媒体を前記
記録部に向けて搬送する一対の搬送ローラーと、
　前記記録部により記録が行われた前記被記録媒体を記録時の搬送方向と逆方向に搬送し
て前記記録部により記録が行われる記録領域を通過させ、前記反転経路で反転させるよう
に前記第１の経路に合流する第２の経路と、を備え、
　前記ガイドにおいて前記被記録媒体を前記搬送ローラーに案内する案内面は、前記搬送
ローラーが前記被記録媒体をニップする位置よりも装置高さ方向において上に位置すると
ともに、記録時の搬送方向の下流側から上流側に向かって上り傾斜となっており、
　前記案内経路は、前記ガイドの下側に設けられ、前記逆方向に搬送される前記被記録媒
体は前記ガイドの下を通過し前記反転経路に案内され、
　前記ガイドによって形成される、前記案内経路の入口は、前記記録部側に向かって拡が
っている、
ことを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の記録装置において、前記第２の経路は概ね水平な経路を含み、
　前記ガイドが形成する、前記案内経路の入口は、前記記録部に向かって高くなる面で形
成されている、
ことを特徴とする記録装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の一の態様は、被記録媒体を載置する載置部と、前
記載置部から前記被記録媒体を給送する給送部と、前記被記録媒体に記録を行う記録部と
、前記載置部から給送される前記被記録媒体を前記記録部に向かって反転させる反転ロー
ラーと、前記記録部の被記録媒体搬送方向の上流側において、反転された前記被記録媒体
を前記記録部に向けて搬送する一対の搬送ローラーと、前記反転ローラーにより反転され
た前記被記録媒体を前記搬送ローラーに案内するガイドと、前記記録部により記録が行わ
れた前記被記録媒体を記録時の搬送方向と逆方向に搬送して前記記録部により記録が行わ
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れる記録領域を通過させ、前記反転ローラーで反転させるように前記被記録媒体を案内す
る案内経路と、を備え、前記ガイドにおいて前記被記録媒体を前記搬送ローラーに案内す
る案内面は、前記搬送ローラーが前記被記録媒体をニップする位置よりも装置高さ方向に
おいて上に位置するとともに、記録時の搬送方向の下流側から上流側に向かって上り傾斜
となっており、前記案内経路は、前記ガイドの下側に設けられ、前記逆方向に搬送される
前記被記録媒体は前記ガイドの下を通過し前記反転ローラーに案内され、前記ガイドによ
って形成される、前記案内経路の入口は、前記記録部側に向かって拡がっていることを特
徴とする記録装置である。　
　また、本発明の他の態様は、前記案内経路は概ね水平な経路を含み、前記ガイドが形成
する、前記案内経路の入口は、前記記録部に向かって高くなる面で形成されていることを
特徴とする記録装置である。　
　また、本発明の他の態様は、被記録媒体を載置する載置部と、前記載置部から前記被記
録媒体を給送する給送部と、前記被記録媒体に記録を行う記録部と、前記載置部から給送
される前記被記録媒体を前記記録部に向かって反転させる反転経路を含む第１の経路と、
前記記録部の被記録媒体搬送方向の上流側において、反転された前記被記録媒体を前記記
録部に向けて搬送する一対の搬送ローラーと、前記反転経路により反転された前記被記録
媒体を前記搬送ローラーに案内するガイドと、前記記録部の被記録媒体搬送方向の上流側
において、反転された前記被記録媒体を前記記録部に向けて搬送する一対の搬送ローラー
と、前記記録部により記録が行われた前記被記録媒体を記録時の搬送方向と逆方向に搬送
して前記記録部により記録が行われる記録領域を通過させ、前記反転経路で反転させるよ
うに前記第１の経路に合流する第２の経路と、を備え、前記ガイドにおいて前記被記録媒
体を前記搬送ローラーに案内する案内面は、前記搬送ローラーが前記被記録媒体をニップ
する位置よりも装置高さ方向において上に位置するとともに、記録時の搬送方向の下流側
から上流側に向かって上り傾斜となっており、前記案内経路は、前記ガイドの下側に設け
られ、前記逆方向に搬送される前記被記録媒体は前記ガイドの下を通過し前記反転経路に
案内され、前記ガイドによって形成される、前記案内経路の入口は、前記記録部側に向か
って拡がっていることを特徴とする記録装置である。　
　また、本発明の他の態様は、前記第２の経路は概ね水平な経路を含み、前記ガイドが形
成する、前記案内経路の入口は、前記記録部に向かって高くなる面で形成されていること
を特徴とする記録装置である。　
　また、本発明の第１の態様に係る記録装置は、被記録媒体に記録を行う記録装置であっ
て、被記録媒体を収容する被記録媒体収容部と、前記被記録媒体収容部から送り出された
被記録媒体が経由し、或いは被記録媒体に記録を行う記録部により記録の行われた被記録
媒体が再び経由する搬送経路であって、被記録媒体を湾曲反転させて前記記録部の側へと
案内する湾曲反転経路と、を備え、前記湾曲反転経路の構成部材がユニット化されて前記
記録装置に対して着脱可能に設けられ、当該湾曲反転経路を有するユニットを取り外すこ
とにより前記湾曲反転経路と接続する被記録媒体の搬送経路が露呈する構成を備えている
ことを特徴とする。



(14) JP 2015-180556 A 2015.10.15

フロントページの続き

(72)発明者  ヘンリ－　スドノ　ウィジャヤ
            長野県諏訪市大和３丁目３番５号　セイコーエプソン株式会社内
Ｆターム(参考) 2C058 AB04  AC07  AD03  AE02  AE08  AF04  AF15  AF55  CA09  CA12 
　　　　 　　        CA31 
　　　　 　　  2C061 AP07  AQ05  AS02  BB11  CD03  CD07  CF01 
　　　　 　　  3F053 BA03  BA12  BA14  LA05  LA07  LB03 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	overflow

